
利用者負担増と介護取り上げで公費削減狙う改悪意見

■利用者負担の引き上げ
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利用者負担の引き上げ

現在：所得に関係なく「１割負担」

第６段階（所得２００万円以上）

１割→２割負担へ
▲１１０億円

■ケアプラン作成への利用者負担導入
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ケアプラン有料化

現在：利用者負担なし（全額保険給付）

自己負担導入
要介護月１０００円
要支援月５００円

▲９０億円

■低所得の施設利用者の居住費軽減の縮小
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低所得の施設利用者の居住費軽減

現在：非課税世帯対象

入所前の世帯の負担能力、
本人の資産を要件に加える

（自治体判断）
▲２０億円

「年間所得２００万円以上」の

利用者には、現在の１割からを

「引き上げることを検討すべき

である」とし、１割から２割へ

倍増する案をしめしています。

低所得の施設入所者の居住費を

軽減する給付（補足給付）につ

いては、保険者の判断で資産や

家族の負担能力を要件に加え

て、支給要件を厳しくする「仕

組み」を求めています。

ケアプラン作成（居宅介護支援・

介護予防支援）の利用者負担導入（厚

労省資料では、要介護者は月１００

０円、要支援者は月５００円とする

案）について、「慎重に対応すべき」

と「検討すべきである」との意見を

両論併記としています。



■相部屋の施設利用者からの室料徴収
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４人部屋でも室料徴収へ

現在：光熱水費のみ（１日３２０円）

第４段階から
光熱水費に加え室料徴収

（月５０００円程度）
▲４０億円

■軽度者の給付削減と利用者負担引き上げ

「要支援者・軽度の要介護者に対する給付の効率化と効果の向上を図る」と

し、「保険給付の対象外とする」「利用者負担を２割とする」との「二つの意見」

を示しています。
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要支援1・要支援２は負担倍増↑
現在：要介護者と同じ１割負担

要支援者に対する

給付は２割負担
▲１２０億円

また、「保険者の判断」により実施地域支援事業で「総合的生活援助サービス」

を事業化し、要支援者の生活援助を介護保険給付から除外できる仕組みを「検

討する」としています。

施設の相部屋に入居している高

齢者について、「減価償却費を保険

給付対象外とする見直しが必要で

ある」とし、第４段階の利用者か

ら水光熱費（１日３２０円）に加

えて新たに室料月５０００円徴収

する案となっています。
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要支援者のサービス利用

現在：要介護者と同じ介護保険給付（予防給付）

要支援者の生活援助は
保険給付の対象外へ

要支援２ 週３回のヘルパー 現在 １割負担 月４２９１円

→保険給付対象外（全額自己負担） 月４２９０７円

非課税で４人部屋の特養ホーム入所者の場合

現在 ３６３００円 → 見直し後 ７１７００円

負担倍増！ もう特養の相部屋にも入れない低年金者が続出


